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○高梁市国民健康保険税減免規則 

平成22年９月16日 

規則第44号 

改正 平成23年３月31日規則第26号 

平成23年８月29日規則第42号 

平成25年４月１日規則第31号 

平成27年12月24日規則第42号 

平成28年３月24日規則第19号 

平成28年３月24日規則第21号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高梁市国民健康保険税条例（平成16年高梁市条例第48号。以下「条

例」という。）第23条第１項第１号に規定する国民健康保険税（以下「保険税」という。）

の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（保険税の減免） 

第２条 保険税の減免は、税負担の公平の原則により、徴収猶予及び納期限の延長等によっ

ても納付が困難であり、保険税の納税義務者又は同居の扶養親族がその利用し得る資産、

能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の保険税を納付する

ことができない場合に限り、次の各号に掲げる理由に該当する場合について別表の範囲内

で減免を行うものとする。ただし、第１号から第３号までは当該事由の発生した日の属す

る月以降の所得割額について行い、条例第21条の２に規定する課税の特例は行わないも

のとする。 

(1) 災害等により納税義務者（被保険者を含む。）の所有する住宅又は家財に損害があ

り生活が著しく困難と認められる場合 

(2) 冷害、凍霜害、干害等により納税義務者（被保険者を含む。）の農作物に損失があ

り生活が著しく困難と認められる場合 

(3) 納税義務者（被保険者を含む。）が疾病、失業若しくはその事業の休廃止等のため

に当該年の収入が著しく減少したため、生活が著しく困難と認められる場合 

(4) 貧困により生活のための公の扶助を受けることとなった納税義務者が、当該年度内

に納付能力が回復する見込みがないと認められる場合 

(5) 国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第59条に該当する被保険者となった場合 

２ 前項の規定により算定された減免後の保険税に100円未満の端数が生じる場合は、これ
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を切り捨てるものとする。 

（減免後の期別の保険税額） 

第３条 減免後の期別の保険税額は、申請日以後に到来する納期の保険税額の合計額から減

免額を差し引いて得た額を申請日以後に到来する納期の数で除して得た額とし、この場合

において、各期の保険税額に100円未満の端数があるときは、最初に到来する納期の保険

税額に合算する。 

（減免適用除外） 

第４条 次の各号の一に該当すると認められる納税義務者については、前２条の規定は適用

しない。 

(1) 生活困窮状態が近い将来回復する見込みがある者 

(2) 過去における蓄財や仕送り等で当面の生活に支障がない者 

(3) 減免をすることにより他との不均衡を生ずる者 

（適用の調整） 

第５条 同一世帯において、減免理由が二以上の規定に該当するものについては、減免割合

の大きいいずれか一の規定を適用する。 

（減免申請等） 

第６条 保険税の減免を受けようとする者（以下「減免申請者」という。）は、普通徴収の

方法により保険税を徴収されている者については当該納期限の７日前までに、国民健康保

険税減免申請書（様式第１号）、世帯構成員等調査表（様式第２号）、収入等に関する調

査表（様式第３号）、資産等に関する調査表（様式第４号）及び同意書（様式第５号）に

別表に定める添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、特別徴収の方

法により保険税を徴収されている者については、特別徴収対象年金給付の支払に係る月の

前々月の７日までに提出するものとする。 

（調査等） 

第７条 この規則に基づく減免は、次に掲げるところにより担税能力の実態調査を行い、資

産の有無、家屋の状況等、具体的な事実について実状を調査し、十分検討した上、現実に

即した措置を講ずるものとする。ただし、減免対象税額のうち、既に納付されている税額

については、減免できないものとする。 

(1) 事業専従者を有している事業主の合計所得金額は事業専従者の合計所得金額を合算

する。 

(2) 納税義務者（擬制世帯主を含む。）の合計所得と被保険者の合計所得金額を合算す
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る。 

(3) 無申告世帯等については、申請書を受理した際に所得申告を求める。 

(4) 所得申告のない者の減免については、認めないものとする。 

（減免の通知） 

第８条 市長は、第６条の申請を受けたときは、内容を審査し、その結果を国民健康保険税

減免承認・不承認通知書（様式第６号）により当該申請者に通知するものとする。 

（減免の取消） 

第９条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者がある場合に

おいては、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。 

（減免判定委員会） 

第10条 市長は、国民健康保険税の減免の承認又は不承認を決定するため、国民健康保険

税減免判定委員会（以下「判定委員会」という。）を設置し、必要に応じ、その意見を求

めることができる。 

２ 判定委員会の委員は、副市長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、税務課長、市

民課長及び医療連携課長をもって充て、副市長を委員長とする。 

３ 判定委員会の庶務は、医療連携課において処理する。 

（その他） 

第11条 この規則に定めるもののほか保険税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の国民健康保険税から適用する。 

（東北地方太平洋沖地震等により被害を受けた世帯に対する例外措置） 

２ 平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震、これに伴う原子力発電所の事故

による災害及び平成23年３月12日に発生した長野県北部地震により被害を受けた世帯の

納税義務者に対する減免については、第２条の規定にかかわらず、市長が別に定める。 

附 則（平成23年３月31日規則第26号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年８月29日規則第42号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成23年度分の国民健康保険税から適用する。 

附 則（平成25年４月１日規則第31号） 
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この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年12月24日規則第42号）抄 

（施行期日） 

第１条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）附則第１条第４号に掲げる規定

の施行の日（平成28年１月１日）から施行する。 

（高梁市国民健康保険税減免規則の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 この規則の施行の際、第１条の規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則

の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 

附 則（平成28年３月24日規則第19号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこ

の規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請

に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、第１条の規定による改正前の高梁市情報公開及び個人情報保護に

関する条例施行規則、第３条の規定による改正前の高梁市平川郷地区陥没被害復旧支援資

金貸付規則、第４条の規定による改正前の高梁市備中町山添地区宅地分譲規則、第５条の

規定による改正前の高梁市国民健康保険税減免規則、第６条の規定による改正前の高梁市

税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例施行規則、第７条の規定による改正

前の高梁市助産施設及び母子生活支援施設入所に関する規則、第８条の規定による改正前

の高梁市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第９条の規定による改正前の

高梁市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の老

人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第11条の規定による改正前の高梁市老人医

療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法施行規則、第13

条の規定による改正前の高梁市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第

14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第15条

の規定による改正前の高梁市心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による

改正前の高梁市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則、第18条の規定に
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よる改正前の高梁市林道管理条例施行規則、第19条の規定による改正前の高梁市下水道

事業受益者負担金に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の高梁市下水道事

業分担金徴収条例施行規則、第21条の規定による改正前の高梁市農業集落排水事業分担

金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高梁市火災予防条例施行規則に規

定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用

することができる。 

附 則（平成28年３月24日規則第21号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

１ 第２条第１項第１号関係 

前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、災害等により住宅又は家財の損害金額（保

険金等により補填されたものを除く。）がその価格等の３割以上であるとき。 

前年中の合計所得

金額 

減免割合 添付書類 

損害割合30％以

上50％未満 

損害割合50％以

上 

500万円以下 50％ 100％ ・り災証明書 

・盗難受理証明書 

・災害を受けた資産の評価証明書 

・補填される金額の明細書 

・資産等に関する調査表 

・その他必要とする書類 

500万円超 

750万円以下 

25％ 50％ 

750万円を超える

とき 

12.5％ 25％ 

２ 第２条第１項第２号関係 

前年中の所得金額の合計額が1,000万円以下（当該合計所得金額のうち、農業所得以外

の所得が400万円を超える者を除く。）で、納税義務者等の収穫すべき農作物について生

じた減収率（収穫すべき農作物の減収価額から農業災害補償法（昭和22年法律第185号）

によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価

額に対する割合をいう。）が３割以上であるとき、農業所得に係る所得割額（所得割額を

前年中の所得に占める農業所得の割合によりあん分した額とする。）について減免する。 

前年中の合計所得金額 減免割合 

300万円以下 100％ 

300万円超 80％ 
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400万円以下 

400万円超 

550万円以下 

60％ 

550万円超 

750万円以下 

40％ 

750万円を超えるとき 20％ 

３ 第２条第１項第３号関係 

前年中の合計所得金額が600万円以下で、本年の所得金額（見込みを含む。）が前年よ

り５割以上減少したとき。ただし、前年中の総所得金額が300万円を超える場合は、前年

より７割以上減少したときとする。 

前年中の合計所

得金額 

減免割合 添付書類 

減少割合

50％以上

60％未満 

減少割合

60％以上

70％未満 

減少割合

70％以上

80％未満 

減少割合

80％以上 

100万円以下 70％ 80％ 90％ 100％ ・解雇通知書 

・雇用保険受給資格者証

明書 

・税務署提出の廃業届 

・失業期間の把握できる

書類等 

・医師の診断書 

・医療費の領収書 

・入院期間等が把握でき

る書類等 

・確定申告書等の写し 

・源泉徴収票 

・給与支払証明書等 

・収入等に関する調査表 

・資産等に関する調査表 

100万円超 

200万円以下 

60％ 70％ 80％ 90％ 

200万円超 

300万円以下 

50％ 60％ 70％ 80％ 

300万円超 

450万円以下 

― ― 50％ 80％ 

450万円超 

600万円以下 

― ― 30％ 60％ 

４ 第２条第１項第４号関係 

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による生活扶助を受けることとなったとき。 
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対象者 減免割合 対象保険税 備考 

生活保護法の規定による

生活扶助を受けることと

なった者 

10割 当該事由の存続する期間中に到

来する納期において納付する当

該年度の保険税額について適用

する。 

  

５ 第２条第１項第５号関係 

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第59条に該当する被保険者となったとき、該

当被保険者が給付制限を受ける期間に係る保険税に相当する額を月割りで減免する。 
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様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

 


